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町職員訪問による『マイナンバーカードの出張申請』をご利用ください！

　町内に事業所・事務所がある企業や施設、町内で活動する団体などを対象に、町職員訪問によるマイナ
ンバーカード出張申請を実施します。
　『マイナンバーカードを申請したいけれど方法が分からない』、『サポートを受けたいけれど役場まで申
請に行く時間、手段がない』などの理由で、まだ申請されていない人はぜひご利用ください。できあがっ
たマイナンバーカードは、後日ご自宅に郵送します。
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◇出張申請対象団体
・町内に事業所・事務所を置く企業、施設など
・町内の団体など（自治会・サークル団体など）

◇団体要件
・申請者が 3 人以上見込まれること
・訪問希望日の 20 日前までに『出張申請申込

書』、『申請者名簿』を提出できること

◇出張申請対象者
・田布施町に住所を有する人
・初めてマイナンバーカードを申請する人

◇マイナンバーカードの受取方法
・本人限定受取郵便による郵送交付
※必要書類が揃わないなど郵送による交付がで

きない場合の受取は、住民係窓口になります。
・職員の再訪問による直接交付

◇出張申請申込方法
　訪問希望日の 20 日前までに『出張申請申
込書』、『申請者名簿』を郵送、FAX またはメー
ルで提出する。

※書類の確認が終わり次第、町民福祉課住民係
から日程調整の連絡をします。

※上記以外の申請要件もありますので、町ホー
ムページ掲載の『田布施町マイナンバーカー
ド訪問型出張申請サービス要領』を必ずお読
みのうえ、申請してください。その他申込書
なども町ホームページに掲載しています。

◇問合せ先
町民福祉課 住民係（1 階②窓口）
☎ 52-5811
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